
第１部 10:00～11:40

「マンション管理適正化推進計画について」
～管理計画認定制度と税制優遇～

「長期修繕計画のポイント」

問合せ先
鎌倉市都市整備部都市整備総務課住宅担当

0467-61-3679（直通）

第２部 マンション管理組合交流会
11:50～12:30

●e-kanagawaによる申し込み
右のQRコードを読み込み、必要事項を入力し
お申し込みください。

●電話による申し込み
以下の問合せ先に、
①お名前 ②参加人数 ➂連絡先
をお伝えください。

申込締切：７月５日（金）17時まで

鎌 倉 市
マンション管理セミナー

申込
方法

令和６年（2024年）

７月20日（土）
場所：鎌倉市役所第３分庁舎１階講堂（鎌倉市御成町18-10）

鎌倉市マンション管理適正化推進計画の策定に伴い、管理計画認定
制度が始まります。主に管理組合の方向けに、計画の概要や管理計画
認定制度、税制優遇についての説明や、長期修繕計画作成のポイント

を解説します。
セミナー終了後は、参加者同士の交流会を予定しています。

講師：特定非営利法人湘南マンション管理組合ネットワーク


